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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第24期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第25期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第24期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 305,862 342,6171,459,289

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△80,742 △35,165 110,416

四半期純損失（△）又は当期純利益（千円） △67,400 △32,886 22,111

純資産額（千円） 925,855 944,086 995,692

総資産額（千円） 1,268,4931,342,1971,394,161

１株当たり純資産額（円） 58,303.2360,596.0663,908.40

１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当たり当期純利益金額

（円）
△4,185.84△2,110.801,396.72

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） 73.0 70.3 71.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
77,281 51,479 194,204

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△13,200 △4,959 △24,381

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△29,827 △23,417 △7,058

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 710,101 861,714 838,611

従業員数（人） 87 98 92

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第24期第１四半期連結累計（会計）期間及び第25期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、第

24期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有し

ていないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 98 （1） 

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第１四半期

連結会計期間の平均人員を（  ）外数で記載しております。

　(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 62 （－）

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（  ）外

数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループの事業内容は、主としてソフトウェア製品の開発、販売及び保守の提供であることから、生産実績は

記載しておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、主にソフトウェア製品の開発、販売及び保守の事業を行っており、また、販売に付帯する受託開発

の割合も少ないため、受注実績は記載しておりません。

(3）販売実績

　　　　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

部門の名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

ソフトウェア事業 124,724 111.1

メンテナンス事業 195,348 109.7

サービス事業 9,370 76.5

その他 13,175 401.3

合計 342,617 112.0

２【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

（1）業績の状況

　　　 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による景気後退局面にあり、輸出や生

産等に持ち直しの兆しが見られたものの、依然として企業業績の不振や雇用環境の悪化、設備投資の大幅な減少、

個人消費の低迷等厳しい状況が続きました。

　　　 情報サービス産業におきましては、ビジネス向け受注ソフトウェアやソフトウェアプロダクトの売上高は、前年同

四半期に比べ微減となりましたが、企業のIT投資は、その投資対効果を厳しく精査し、選別する方向にあるものと

判断されます。

　　　 この経営環境下、当第１四半期連結会計期間は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し

た経営体制にするとともに、より機動的な業務執行を図り、コーポレートガバナンスの充実と経営環境変化への対

応力の強化を行いました。

　　　 また、現下のIT投資動向に鑑み販売力を強化すべく、当社製品の主要適用分野であるEDI関連業務での問題解決力を

強化し、製品やサービスの顧客価値の拡大を図るための新たなプロダクトマーケティングに着手するとともに、営

業オペレーション並びに戦略の強化を図るべく営業組織体制の強化も行いました。

　　　 他方、研究開発面では、顧客ニーズを充足するべく中小規模システムに向けたクライアント系ソフトウェア製品の

機能強化に注力いたしました。

　　　 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、ソフトウェア事業売上、メンテナンス事業売上ともに前年同四半期

を上回り、売上高は342百万円（前年同四半期比12.0％増）となりました。利益面では、売上総利益は227百万円

（前年同四半期比23.0％増）、売上総利益率は66.4％となっております。

　　 　また、販売費及び一般管理費が262百万円であったことにより、営業損失は35百万円（前年同四半期は営業損失81百

万円）、経常損失は35百万円（前年同四半期は経常損失80百万円）となりました。特別損失では、子会社における

ソフトウェア製品の評価損が７百万円あったことにより、当第１四半期連結会計期間における四半期純損失は32

百万円（前年同四半期は四半期純損失67百万円）となりました。

　　　 なお、当第１四半期連結会計期間で当社のサーバー系ソフトウェア製品は新たに69本を出荷し、累計出荷実績は

4,557本に至っております。

　　 　事業別の業績は次のとおりであります。

　

　　 ① ソフトウェア事業

　　　 ソフトウェア事業部門におきましては、専門R&D組織による次期製品の研究開発等を実施するとともに、顧客動向や

需要把握のための顧客接点の強化、問題解決視点でのプロダクトマーケティングの推進、販売パートナーとの連携

強化等の市場に密着した販売活動を行いました。その結果、経済環境の悪化に伴う企業の新規IT投資の抑制やITシ

ステムリプレース計画の延期等の影響もあり、EAI統合製品である「ACMS E
2
X」の売上は、前年同四半期比で7.3％

減となりましたが、EDI系製品の売上が前年同四半期比で26.3％増と堅調に推移したこともあり、ソフトウェア事

業売上高は124百万円（前年同四半期比11.1％増）となりました。

　

　　 ② メンテナンス事業

　　　 メンテナンス事業部門は、当社ソフトウェア製品の導入にあたり保守契約を締結し、毎年一定の保守料金をいただ

き、製品に関するサポートサービスを提供しております。従いまして、このメンテナンス売上は累計導入企業数の

増加と共に安定的な収益基盤となっております。

　　　 メンテナンス事業売上高は、継続した保守契約の推進活動等により195百万円（前年同四半期比9.7％増）となりま

した。

　

　　 ③ サービス事業他

　　 　サービス事業部門は、ソフトウェア製品の導入サービス、教育サービス等のサービスを提供するものですが、これら

のサービス提供は、ソフトウェア製品の販売に付帯して顧客要望に基づき発生するため変動要素があり、サービス

事業売上高は９百万円（前年同四半期比23.5％減）となりました。

　　 　その他売上は、ソフトウェア製品の販売に付帯する通信機器の仕入販売等であり、売上高は13百万円（前年同四半

期比301.3％増）となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期から151百

万円増加し861百万円となりました。なお、前連結会計年度末に比べ23百万円の増加となっております。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は51百万円（前年同四半期は77百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純損失42百万円、減価償却費５百万円、役員賞与引当金及び賞与引当金の増加18百万円、固定資産評

価損７百万円、売上債権の減少88百万円、前受金の増加48百万円、その他負債の増加２百万円、法人税等の支払額76

百万円等があったことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は４百万円（前年同四半期は13百万円の使用）となりました。これは、固定資産の取得

による支出４百万円となっています。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は23百万円（前年同四半期は29百万円の使用）となりました。内訳は、配当金の支払額

23百万円となっています。

　 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、51,839千円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し　

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と

見通しに重要な変更はありません。

 

（6）資本の財源及び資金の流動性についての分析　

当社グループの当第１四半期連結会計期間末の財政状態（資本の財源及び資金の流動性について）の分析は、

以下のとおりであります。

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産の残高は、前連結会計年度末に比べ51百万円減少して1,342百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金の増加23百万円、売掛金の減少88百万円、その他流動資産の増加18百万円、無形固

定資産の減少６百万円によるものです。

（負債）

　負債につきましては、前連結会計年度末とほぼ同等の398百万円となりました。これは主に、前受金の増加48百万

円、未払法人税等の減少65百万円、役員賞与引当金及び賞与引当金の増加18百万円によるものです。

（純資産）

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ51百万円減少して944百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の減少54百万円、その他有価証券評価差額金の増加３百万円によるものです。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等はありません。また、当第１四半期連結会計期間において、

新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 36,000

計 36,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 17,300 17,300ジャスダック証券取引所

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 17,300 17,300 ─ ─

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成18年３月30日開催の臨時株主総会特別決議（第１回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）
1,350

（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
1,350

（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 72,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　72,000

資本組入額　36,000

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（注）１．(1)新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）のうち当社の取締役、監査役及び従業員

については、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを

要するものとする。ただし、任期満了による退任、満60歳未満での会社都合による退職、満60歳以上での退

職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後６ヶ月以内（ただ

し、権利行使期間内に限る)又は権利行使期間開始の日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使

をなしうるものとする(満年齢は４月１日時点での年齢)。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権者の死亡後１年以内（ただし、権利行使期間内に

限る）に限り新株予約権を行使できるものとする。

(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める

ところによる。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ

行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、端株については端株原簿に記載し残余についてはこれを

切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完

全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必

要と認める株式数の調整を行うことができる。

３．本新株予約権発行後以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の

目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株

式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする）。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。

４．平成18年３月30日の臨時株主総会決議において新株予約権の総数は上限を1,530個とする旨決議し、平成18年

４月20日の取締役会において発行する新株予約権の総数を1,530個と決議いたしました。

また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当者の退職により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
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②　平成18年３月30日開催の臨時株主総会特別決議（第２回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）
25

（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
25

（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 72,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　72,000

資本組入額　36,000

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．(1)新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）のうち当社の取締役、監査役及び従業員

については、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを

要するものとする。ただし、任期満了による退任、満60歳未満での会社都合による退職、満60歳以上での退

職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後６ヶ月以内（ただ

し、権利行使期間内に限る)又は権利行使期間開始の日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使

をなしうるものとする(満年齢は４月１日時点での年齢)。

(2)新株予約権者については、権利行使時において、継続的な取引関係を有することを要する。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権者の死亡後１年以内（ただし、権利行使期間内に

限る）に限り新株予約権を行使できるものとする。

(4)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める

ところによる。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ

行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、端株については端株原簿に記載し残余についてはこれを

切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完

全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必

要と認める株式数の調整を行うことができる。
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３．本新株予約権発行後以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の

目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株

式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする）。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。

４．平成18年３月30日の臨時株主総会決議において新株予約権の総数は上限を1,530個とする旨決議し、平成18年

４月20日の取締役会において発行する新株予約権の総数を1,530個と決議いたしました。

また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当者の退職により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 17,300 － 386,435 － 296,435

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 1,720 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　15,580 15,580 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 17,300 － －

総株主の議決権 － 15,580 －

 

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社データ・

アプリケーション

東京都中央区日本

橋人形町一丁目３

番８号

1,720 － 1,720 9.94

計 － 1,720 － 1,720 9.94

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 56,50054,90053,000

最低（円） 45,90045,75048,050

（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 861,714 838,611

売掛金 119,429 208,147

仕掛品 342 －

その他 55,338 36,671

貸倒引当金 △48 △99

流動資産合計 1,036,777 1,083,330

固定資産

有形固定資産 ※
 34,058

※
 36,023

無形固定資産 18,385 24,585

投資その他の資産 252,975 250,221

固定資産合計 305,420 310,830

資産合計 1,342,197 1,394,161

負債の部

流動負債

買掛金 26,097 29,773

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 13,388 78,666

前受金 175,346 126,764

賞与引当金 15,658 －

役員賞与引当金 2,417 －

その他 65,202 63,265

流動負債合計 398,111 398,469

負債合計 398,111 398,469

純資産の部

株主資本

資本金 386,435 386,435

資本剰余金 296,435 296,435

利益剰余金 386,346 441,226

自己株式 △125,536 △125,536

株主資本合計 943,680 998,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 406 △2,866

評価・換算差額等合計 406 △2,866

純資産合計 944,086 995,692

負債純資産合計 1,342,197 1,394,161
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 305,862 342,617

売上原価 120,829 115,108

売上総利益 185,033 227,508

販売費及び一般管理費 ※1
 266,754

※1
 262,672

営業損失（△） △81,721 △35,163

営業外収益

受取利息 1,243 12

受取配当金 － 322

その他 36 34

営業外収益合計 1,279 369

営業外費用

支払利息 301 370

営業外費用合計 301 370

経常損失（△） △80,742 △35,165

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 51

特別利益合計 － 51

特別損失

固定資産評価損 － 7,694

特別損失合計 － 7,694

税金等調整前四半期純損失（△） △80,742 △42,808

法人税等 △12,609 △9,922

少数株主損失（△） △732 －

四半期純損失（△） △67,400 △32,886
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △80,742 △42,808

減価償却費 7,541 5,430

のれん償却額 407 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,896 15,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,662 2,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △51

受取利息及び受取配当金 △1,243 △334

支払利息 301 370

固定資産評価損 － 7,694

売上債権の増減額（△は増加） 69,646 88,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,546 △342

その他の資産の増減額（△は増加） 5,467 3,809

仕入債務の増減額（△は減少） △22,846 △3,675

前受金の増減額（△は減少） 52,704 48,582

その他の負債の増減額（△は減少） 29,731 2,262

小計 76,981 127,730

利息及び配当金の受取額 955 332

利息の支払額 △301 △374

法人税等の支払額 △355 △76,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,281 51,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,616 △637

無形固定資産の取得による支出 △6,775 △4,321

差入保証金の差入による支出 △2,808 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,200 △4,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 20,000 －

自己株式の取得による支出 △25,557 －

配当金の支払額 △24,270 △23,417

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,827 △23,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,253 23,102

現金及び現金同等物の期首残高 675,847 838,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 710,101

※
 861,714
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更

　ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準については、従来、検収

基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基

準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連

結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したソフトウェア

の請負開発契約のうち、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる契約については進行基準（進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用しております。

　なお、この変更による当第１四半期連結会計期間の損益への影響はありませ

ん。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、39,332千円でありま

す。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、36,730千円でありま

す。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 81,936千円

賞与引当金繰入額 7,489千円

役員賞与引当金繰入額 3,662千円

給料手当 84,867千円

賞与引当金繰入額 7,675千円

役員賞与引当金繰入額 2,417千円

  ２．当社グループは基本的に間接販売形態をとっており

販売代理店等の営業活動の沈静化等により、３月決算

の翌四半期である第１四半期は売上水準、利益水準と

も低い傾向にあります。

  ２．　　　　　　　　　同左

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 710,101 

現金及び現金同等物 710,101 

 

（平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定  861,714 

現金及び現金同等物 861,714 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　17,300株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　　 1,720株

 

３．配当に関する事項

配当金支払額

 
決議

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月23日

定時株主総会
 普通株式 23,370 1,500平成21年３月31日平成21年６月24日 利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売並びに保守の業務を行っており、単一のソフトウェア関連

事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　

当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売並びに保守の業務を行っており、単一のソフトウェア関連

事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

　当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。　

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　

　当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　記載すべき事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　記載すべき事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　記載すべき事項はありません。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　記載すべき事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 60,596.06円 １株当たり純資産額 63,908.40円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 4,185.84円 １株当たり四半期純損失金額 2,110.80円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（千円） 67,400 32,886

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 67,400 32,886

期中平均株式数（株） 16,102 15,580

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社データ・アプリケーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　昭仁　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社データ・ア

プリケーションの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社データ・アプリケーション及び連結子会社の平成20年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

株式会社データ・アプリケーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　昭仁　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社データ・ア

プリケーションの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社データ・アプリケーション及び連結子会社の平成21年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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